
令和８年度湯浅町地域おこし協力隊募集要項 

 

湯浅町では、地域を支える担い手が不足しており、地域力の維持・向上を図ることが喫緊の課題である

ことから、地域振興を担う新たな人材を必要としています。 

そこで、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化と地域力の維持・強化を促進することを目的と

して、地域住民とともに地域活性化に取り組む意欲のある地域おこし協力隊員を募集します。 

 

１ 募集人員  

１名 

 

２ 活動概要 

 社会教育を基礎とした学習機会及び交流の場の創出 次のア～ウに該当する活動 

    ア 生涯学習事業の企画・実施 

    イ 公民館活動の支援 

    ウ 地域交流・異世代交流等によるふるさと教育の推進業務 

 

３ 募集対象 

（１） 令和８年４月１日現在で年齢２０歳以上の方 

（２） 生活の拠点を三大都市圏や政令指定都市から町内に移し、住民票を異動できる方 

（３） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

（４） 心身ともに健康で地域になじむ意思を持ち、誠実に任務を遂行できる方 

（５） 自ら情報を収集・分析し、企画立案・実践活動ができる方 

（６） 普通自動車運転免許を有している方 

（７） パソコン（ワード、エクセルなど）及び情報発信ツール（ＳＮＳ等）の作業を行える方 

（８） 活動終了後、起業・就業し、湯浅町へ定住する意欲がある方 

 

４ 活動期間 

（１） 令和８年４月１日（予定）から令和９年３月３１日 

ただし、活動状況を勘案し任期を１年ごと更新し、最長３年間まで延長を可能とします。 

 （２） 隊員としてふさわしくないと町が判断した場合、任期中であっても委嘱を取り消すことがあり

ます。 

 

５ 活動日数 

（１） 月２０日従事を基本とします。 

（２） イベント開催時や地域の事情によって、休日や夜間に活動する場合もあります。 

（３） 活動時間以外で業務に支障がなければ、兼業も認めます。 

 



６ 契約 

  委託契約（湯浅町との雇用関係はなし） 

 

７ 委託料 

基本月額２９１，０００円を支給します。 

  活動経費として、予算の範囲内で活動に必要な経費を支払うものとする。（満額２００万円／年）。 

 

８ 待遇等 

（１） 雇用保険には加入しません。また、健康保険及び年金等は各自で加入していただきます。 

（２） 転居に要する費用、生活備品及び光熱水費は個人負担となります。 

 

９ 応募手続き等 

（１） 募集期間：令和８年２月２５日（水）～令和８年３月１３日（金）まで 

（２） 提出書類：①応募用紙（顔写真を添付すること） 

          ②住民票記載事項証明書 

          ③過去に地域おこし協力隊員であった方は、委嘱された日が確認できる書類及び退

職日が確認できる書類 

（３） 受付場所：湯浅町ふるさと振興課まで提出書類を直接持参いただくか、郵送で応募して下さい。 

 

１０ 選考方法・結果通知 

（１） 第１次選考「書類選考」 

・応募書類を基に、書類選考による第１次選考を実施します。 

・選考結果は、応募者全員に文書にて通知します。 

（２） 第２次選考「面接試験」 

・第１次選考合格者を対象に、面接試験を実施します。 

・日時や場所等の詳細については、第１次選考結果の通知の際にお知らせします。 

（３） 最終選考結果の通知 

合否については、第２次選考参加者全員に文書にて通知します。 

（４） その他 

・選考経過及び結果等に関するお問い合わせにはお答えできません。 

・応募にかかる経費（郵送料・交通費）については、応募者負担となります。 

・選考の流れや手法等については変更される可能性がありますのでご了承ください。 


